
　日本弁護士連合会は、2016年10月７日、福井市
で開催された人権大会において、「日本において
国際犯罪防止刑事司法会議が開催される2020年
までに死刑制度の廃止を目指すべきであること」
などを宣言しました。
　仙台弁護士会では、現在、死刑制度についてどう
取り組むべきかを検討するとともに、死刑制度の
存廃に関する国民的議論を開始するよう強く求め
ています。
　今回の講演会では、そのような取組の一環として、
元刑務官の坂本敏夫氏に、刑務官として死刑囚と
接し、死刑執行の場に立ち会った経験を踏まえて、
死刑制度の運用、死刑囚のおかれた実情、死刑執
行の現場についてお話いただきます。
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講師　坂本　敏夫氏 
元刑務官・ノンフィクション作家

坂本  敏夫（サカモト・トシオ）
1947年生まれ。
1967年１月大阪刑務所看守を拝命。
1972年神戸刑務所処遇係長として赴任。
以降、大阪刑務所処遇係長、法務省法
務大臣官房会計課事務官、東京矯正管
区矯正専門職、長野刑務所、東京拘置所、
甲府刑務所、黒羽刑務所で課長を歴任。
1994年３月31日広島拘置所総務部長を
最後に退官。作家生活に入る。
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「オウムの死刑の深層
　　　死刑は間もなく廃止される」

〔演  題〕



死刑執行に断固抗議し、死刑執行を停止するとともに、
死刑に関する情報を広く公開し、死刑制度の存廃に関する

国民的議論を求める会長声明

　2018年12月27日、大阪拘置所において2名に対する死刑が執行された。その中に
は再審請求中である者も含まれる。今回の死刑執行は、同年7月に2回にわたり13名
に対してなされた執行に続くものであり、同年10月に山下貴司法務大臣が就任して
から初めての執行である。また、2012年12月に第2次安倍内閣が発足してから、15
回目の死刑執行であり、合計36名に対する死刑執行がなされたことになる。

　死刑制度は、罪を犯した人の更生と社会復帰の観点から見たとき、その可能性を
完全に奪うという問題点を有しており、また、誤判・えん罪による生命侵害という
取り返しのつかない危険を有するものであるから、死刑の執行についても、単に、
犯罪に対する応報と捉えるのみならず、それ自体、人の生命に関わる極めて重大な
人権問題を内包するものと捉える必要がある。事実、免田事件・財田川事件・松山
事件・島田事件という4件の死刑判決が再審により無罪となったことからも明らか
なとおり、死刑制度は、えん罪であった場合に死刑が執行されれば、無辜の生命を
奪うという取り返しがつかない重大な問題を抱えている。

　当会は、これまで、政府に対し、死刑の執行を停止した上で、死刑制度の存廃に
ついて、国民が十分に議論を尽くし意見を形成するのに必要な情報を広く国民に公
開し、国民的議論を行うよう繰り返し求めてきた。

　それにもかかわらず、政府が、国民的議論のための情報開示を十分に行わないま
ま死刑の執行を続けることは、死刑制度が基本的人権に関わる極めて重要な問題で
あることへの配慮を明らかに欠いたものであり、死刑の執行を停止した上で、死刑
制度の存廃を含む抜本的な検討と見直しをする必要性を軽視したものと言わざるを
得ない。

　とりわけ、死刑が執行された者の中には再審請求中の者も含まれるが、再審請求
中に死刑を執行することは、当該再審請求者に対し死刑を適用すべきか否かという
点も含め、誤判・えん罪の可能性を審査する機会を奪うことにほかならず、裁判を
受ける権利（憲法32条）、適正手続保障（憲法31条）との関係で重大な問題を孕む
ものである。

　よって、当会は、政府に対し、今回の死刑執行について断固抗議するとともに、
死刑制度が最も基本的な人権に関わる重大な問題であることを踏まえ、死刑制度廃
止が国際的潮流となっている事実を真摯に受け止め、死刑の執行を停止した上で、
死刑制度の犯罪抑止効果、死刑囚の置かれている状況、死刑執行の選定基準やプロ
セス、死刑執行の方法、誤判・えん罪と死刑の関係など死刑に関する情報を広く国
民に公開し、死刑制度の存廃に関する国民的議論を開始するよう改めて強く求める。

会長　及　川　雄　介
仙台弁護士会

2019年（平成31年）1月24日


